
　

な
お
、
所
在
地
や
電
話
番
号
に
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
今
回
の
変
更
に
伴
い
留
萌

管
内
幌
延
町
は
「
宗
谷
総
合
振
興
局
」

へ
、
空
知
管
内
幌
加
内
町
は
「
上
川
総

合
振
興
局
」
へ
所
管
が
変
わ
り
ま
す
。

　　

支
庁
制
度
改
革
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
北
海
道
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

　

支
庁
は
北
海
道
の
こ
れ

１４か
ら
の
地
域
づ
く
り
を
担

う
総
合
出
先
機
関
と
し
て
新
た
な
第

一
歩
を
踏
み
出
し
ま
す
。

　

今
後
も
、
市
町
村
と
連
携
協
力
し
、

地
域
の
課
題
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、

よ
り
広
域
的
な
観
点
に
立
っ
た
効
果

的
な
地
域
振
興
、
産
業
振
興
に
取
り

組
み
ま
す
。
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「
北
海
道
総
合
振
興
局
及
び
振
興
局

の
設
置
に
関
す
る
条
例
」が
施
行
さ
れ
、

北
海
道
の
総
合
出
先
機
関
で
あ
る　
14

の
支
庁
が
、
9
つ
の「
総
合
振
興
局
」

と
5
つ
の「
振
興
局
」に
な
り
ま
す
。

羽
幌
町
な
ど
を
管
轄
す
る
留
萌
支
庁

は
、
4
月
１
日
か
ら
「
留
萌
振
興
局
」

に
名
称
が
変
わ
り
ま
す
。
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北
海
道
庁
総
合
政
策
部
地
域
主
権
局
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留
萌
支
庁
参
事（
地
域
調
整
）
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そ
う
ご
う
し
ん
こ
う
き
ょ
く

し
ん
こ
う
き
ょ
く
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総合振興局は振興局の所管する区域に係る事務を所掌することができるとされています
が、広域的に処理することにより、効果的かつ効率的に執行することができる事務につ
いては、今後、北海道と市町村の協議により別に定めることになっています。

����������

�������空知支庁

�����石狩支庁

�������後志支庁

�������胆振支庁

�����日高支庁

�������渡島支庁

�����檜山支庁

����������

�������上川支庁

�����留萌支庁

�������宗谷支庁

�������	
�網走支庁

�������十勝支庁

�������釧路支庁

�����根室支庁

http://w
w
w
.pref.hokkaido.lg.jp/ss/c-

ks/shichou/shichoutop.htm
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